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• 気温上昇を1.5℃に抑えるにはあと10年間がとても重要

• マラケシュは「実施とアクションのCOP」

• 2020年目標の強化は依然重要。EU、日本は既に提出した2020年目標を達成しており
目標強化の余地が。COP22（11月）で2020年目標強化と義務の履行に関する「促進
的対話」を予定

• 4月初めまでに189カ国が約束草案を提出、 今後2016-2020年の間に途上国への資
金・技術の手配（ロードマップ）、途上国の能力強化がなされなければ各国の行動の多
くは実施されないリスク

• 専門家プロセス（TEMs)は2020年まで緩和面を続ける。アフリカ再生可能エネルギー
イニシアチブ(AREI)など大陸レベルや広域で緩和規模を伴うイニシアチブに注目
（AOSISーLDC国グループもボンで共同声明）。適応の専門家プロセスもボン会合から
始まった

• 2018年予定の1.5℃目標に関するIPCC特別報告書とCOP24「促進的対話」が重要。
2020年及び2030年目標強化につながらなければ次は2023年なので、1.5℃目標は
益々困難に

2020前の行動が2020後(パリ協定)の成果を左右する 
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先進国の気候資金のアカウンティング方法論（パリ協定9.7条）

• パリ決定文書パラ57（1000億ドル目標）が根拠だが、透明性枠組み13条へ
の言及もある

• 資金常設委員会（SCF）が冒頭にプレゼンをしたがSCF内の先進国支援MRV
の進み具合とパリ協定13条への対応が主でパラ57への言及はなし

•  SCFの隔年評価(次回2016年)は公的、民間全ての資金フローを評価するもの
で議論のスタートラインとしては不適切（途上国）。1000億ドル目標達成の
ための先進国の公的介入による資金の流れのみをカウント(パラ57)。協定13
条透明性の報告義務への編入を作業の目標とするべき（先進国）

• 来年までの計上ルール合意を予定、スピーディーな議論となる可能性。初めて
気候資金の運用上の定義を定める議論となり得る（例：ODAかどうかな
ど？）
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市場・非市場メカニズム（パリ協定６条）
• 6.2条協力的アプローチ
• 二国間クレジット制度（JCM)などを含む
• 「国際移管される緩和結果（outcomes)」とは何？地球的な削減効果（つまり純オフセットだけで
はダメ）や持続可能な開発に貢献することも要件（途上国の主流）、ダブルカウントを避けるため
の国際的に共通なアカウンティングルールのみが作業の目標（先進国+パナマ）

• 6.4条パリ協定下のメカニズム
• もとの提案国ブラジルは持続可能開発メカニズム(SDM)と呼ぶが、正式名称ではないとの声も
• 地球的な削減効果の要件は担保されている
• CDMの経験に学ぶ、ルールをそのままコピペして追加機能をつける等スピーディーな立ち上げを望
む声が先進国途上国双方から。このメカニズムはCDMの焼き直しではなく、広範な活動やセク
ターを対象(EU、ブラジル)

• ブラジル、パナマなどCDMの2020年廃止には反対（京都議定書マター）
• 6.8条の非市場メカニズムのアプローチ
• 条約下の既存の活動を広範囲に網羅し、資金・技術メカニズムへの容易なアクセスを実現するコー
ディネーター的なメカニズムと説明（ボリビア）。ブラジル、南アなど複数途上国が関心を。

• ６条は３点セットの合意なので6.8条が進まなければ他も進みが遅れることになる
• 6.2、６.4条ともパリ協定5条のREDDプラスの活動も該当（パナマ、ノルウェー）、市場メカニ
ズムからは断固排除（ブラジル、ボリビア）
• ９月の国別意見提出をもとにマラケシュで議論を再開
• 2020年前の市場メカニズムルールは正式会合なし、2019年結論を採択し、国際ルールはなし
でダブルカウントの可能性が
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農業と食糧安全保障がポスト・パリで浮上
• 農業は今回のボン会合で数少ない合意なき議題のひとつ（次回マラケシュの議題に自動的に編
入）。先進国、とりわけEUが本条約への言及を受け入れず結論案はお流れ
• ２つの農業に関するワークショップ：アルゼンチンから「農業は途上国経済のバックボーンかつ
最も影響を受けている部門。何百万人が生計を依存し、何億もの人々が食料を依存している」
と被害・影響への適応や対策を強調。EU、カナダ、オーストラリアなどは農業部門の緩和対策
の重要性を強調し途上国との差が鮮明に
• 1.5℃に至る道筋は？パリ会議中の議論がボンの農業交渉で表面化
• 「ネガティブ（負）・エミッション」って何？

• 大気中もしくは排出源から温室効果ガスを分離固定する技術
• IPCC第５次評価報告書の全ての1.5℃シナリオで採用。地球工学的な手法に至らない手
段として大規模植林、炭素隔離固定と組み合わせたバイオエネルギー発電(BECCS)があ
る
• パリ会議中すでにポスト2015開発アジェンダ(SDGs)目標２の飢餓の終焉と食料安全保
障を脅かすものとして懸念があり、パリ協定2.1条の長期目標に食料生産への脅威を明記
• 世界人口の増加・飢餓終焉のために今後とも食料生産に振り向ける農地拡大が必要で、
バイオエネルギー作物への農地転用は人道上道義上の問題を提起
• 2018年のIPCC特別報告書が焦点に

2020年前に世界的な排出量削減に弾みをつけ負の排出技術に頼らない1.5℃への道が大事
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気候変動による損失と被害への対策
•パリ協定８条の内容は一括してワルシャワ国際メカニズム執行
委員会に委任されているため、ボン会合の議題には入らず

•人口移動や難民、損害賠償のイベントに多数の参加者、急遽第
二週にCOP22議長国による非公式イベントが設けられた

•パリ決定文書パラ51でパリ協定に基づく法的責任と賠償の放
棄を定めているが、他の国際条約での汚染者への訴訟を妨げる
ものではない

•今年のマラケシュCOP22で、損失と被害への資金支援の
フォーラムと国際メカニズムの包括的見直しが焦点
•現状の２カ年活動計画は資金不足や能力欠如で障害がありレ
ビューの基礎として不十分。策定中の５カ年計画でパリ協定の
内容を実施するためメカニズムへの支援や機能拡大が必要
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★気温目標に残された時間
～「1.5の十年」

現状の年間総排出量で残さ
れた炭素バジェット年数
（5割の確率で1.5℃に留まるには
9.8年しか残されていない）

参考資料
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アフリカ再生可能エネルギーイニシアチブ（AREI）
• 大陸規模の基本エネルギーサービスへのユニバーサルアクセス
• 地域社会（コミュニティ）ベースの「自分たちのエネルギー」
• 2020年までに再エネ 10 GW、2030年までに 300 GWの設備増強、ア
フリカのエネルギー需要見込みの半分を再エネで賄う

• SDGs
– 目標7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアク
セス を確保する 

– 目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と
働き がいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

– 目標17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活 性化する  

– 目標1 貧困の解消、目標2 飢餓終焉と食料安全保障・持続可能な農業など他の目標
達成に貢献

• 先進国からの公的資金（GCF他）による固定買取制度を支援
• Support

– 2020年前の行動としてパリ決定文書前段および専門家プロセス(TEMs)で取り上げ
られ、日本を含む8カ国とEUが2015-2020年100億ドルの支援を表明

– ６月に閣僚級タスクフォースによる初の理事会など2016年内は主に組織立上げ

www.arei.org参考資料
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温室効果ガス排出責任の訴訟一覧（１／３）参考資料
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温室効果ガス排出責任の訴訟一覧（２／３）参考資料
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温室効果ガス排出責任の訴訟一覧（３／３）参考資料
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